
7月３１日大阪市此花区のパチンコ店で２００９年、５人が死亡した放火殺人事件で、殺人などの罪

に問われた被告（４５）の控訴審判決が大阪高裁で行われました。裁判長は、求刑通り死刑とした

１審・大阪地裁判決を支持し、弁護側の控訴を棄却したようです。

１審判決によりますと、被告は平成２１年７月５日、此花区のパチンコ店でガソリンを床にまいて放

火し、客や従業員ら５人を殺害し、１０人に重軽傷を負わせた。としています。

.

 放火殺人事件の判決-　西日本防災システム

西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

http://www.nbs119.co.jp/

弊社top pageへ

2013 07 31

http://www.nbs119.co.jp/
http://www.nbs119.co.jp/
http://www.nbs119.co.jp/

